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 本年次報告は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第57号。以下「個人情報保

護法」という。）第163条の規定に基づき、個人情報保護委員会（以下「委員会」とい

う。）の令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）の所掌事務の処理状

況を国会に報告するものである。 

 本年次報告における個人情報保護法の条文番号及び条文について、特段の記載がない限

り、「第１章 委員会の組織等及び所掌事務」においては、デジタル社会の形成を図るため

の関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第37号。以下「デジタル社会形成整備法」

という。）第50条の施行（令和４年４月１日）後の条文番号及び条文を記載し、「第２章 

委員会の所掌事務の処理状況」及び「付表」においては、デジタル社会形成整備法第 50条

の施行前の個人情報保護法の条文番号及び条文を記載している。 

 また、「第２章 委員会の所掌事務の処理状況」及び「付表」は、デジタル社会形成整備

法第50条の施行前の所掌事務の処理状況を記載している。 



  

個人情報保護委員会の組織理念 

～人と社会の信頼の基礎を築くために～ 

令和４年３月 30 日 

個人情報保護委員会 

 

個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下単に「法」という。）に基づき設置された合議制の

機関です。その使命は、独立した専門的見地から、同法の目的規定にあるとおり、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、

並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであること

その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報（特定個人情報を含む。）の適正な取扱いの確保を図

ることです。 

これを踏まえ、プライバシーを含む個人の人格と密接な関連を有する個人情報が適正に取り扱われることへの信頼の基礎を築き、国民の

安心・安全を確保できるよう、私たちは、ここに組織理念を掲げます。 

 

１ 個人情報等をめぐる国内外の状況変化等に対する制度的な取組 

官民や地域の枠を越え、さらには国境を越えた様々な主体によるデータ連携、諸外国におけるデータ保護をめぐる制度の見直し等の国

際的な議論やＡＩ等のデジタル技術の急速な進展等、個人情報等をめぐる国内外の状況変化等に適時適切に対応するため、多様な関係者

とコミュニケーションを図りながら、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するための制度的な取組を行います。 

 

２ 個人情報の取扱状況等を的確に把握し機動的に対応する監視・監督 

漏えい等報告や個人情報の取扱状況等に関する相談・情報を活用することに加え、特に行政機関等に対しては定期的・計画的な実地調

査を行うことにより、公的部門及び民間部門の各主体に対する効率的かつ効果的な監視・監督を行います。また、同様の事案の再発防止

等に資する観点から、個別の事案から得られる課題や対応策等について、積極的に情報発信していきます。 

 

３ 信頼性が確保された自由なデータ流通（ＤＦＦＴ）の推進をはじめとする戦略的取組 

個人情報等を含むデータが安全・円滑に越境移転できる国際環境を構築するため、国際的な枠組みでの議論や米国・欧州等の各国・地

域との対話等を通じて、ＤＦＦＴの発信や連携強化を図ります。さらに、最新の国際動向の把握に努めるとともに、外国の個人情報保護

当局との執行協力体制の強化に取り組みます。 

 

４ 特定個人情報の安心・安全の確保に向けた取組 

我が国の重要な社会基盤（インフラ）である個人番号制度に基づき、特定個人情報が行政機関等や事業者において適正に取り扱われる

よう、指導・助言、検査等を適時適切に行います。また、そこで明らかになった課題等を踏まえ、特定個人情報の適正な取扱いが浸透す

るよう、様々な手法を用いて支援を行います。 

また、特定個人情報を利用する行政機関等が総合的なリスク対策を自ら評価し公表する制度（特定個人情報保護評価）の適切な運営に

取り組みます。 

 

５ 多様な主体に対する分かりやすい情報発信 

法の正しい理解の促進や個人が自らの個人情報等の保護や利活用についての認識や理解を高めるため、行政機関、地方公共団体、事業

者等に加え、国民一人ひとりの多様な主体に対して広くタイムリーな情報発信を行います。その際、それぞれの主体が持つ課題やニーズ

に即した多様なアプローチにより、分かりやすい広報・啓発に取り組みます。 

 

６ 個人情報保護制度の司令塔としてふさわしい組織体制の整備 

高い専門的・技術的知見を蓄積しつつ、個人情報保護制度に関する企画立案、総合調整、監視・監督等の役割を適切に果たし、その実

効性を確保するための体制強化を進めます。また、関係省庁や認定個人情報保護団体などをはじめとする関係機関とも緊密に連携協力し

ていきます。さらに、委員会としても、情報セキュリティ対策を徹底します。 
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第１章 委員会の組織等及び所掌事務 

 

第１節 委員会の組織等 

 

委員会は、個人情報、特定個人情報等を取り扱う事業者、行政機関等に対し、個人情報保護

法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年

法律第 27号。以下「マイナンバー法」という。）に基づき、監視、監督等を行う機関であり、

国の行政機関を含むあらゆる監視監督対象からの独立性が必要であることから、内閣府設置法

（平成 11 年法律第 89 号）第 49 条第３項の規定に基づく内閣府の外局である合議制の機関と

して設置された。また、委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命し（個

人情報保護法第 131条第３項）、その職権行使の際の独立性が明示的に定められている（個人

情報保護法第 130条）。 

１ 組織 

委員会は、委員長及び委員８人で構成され、任期は５年（ただし、補欠の委員長又は委員

の任期は、前任者の残任期間）である（個人情報保護法第 131 条第１項及び第 132 条第１

項）。令和４年３月 31 日時点における委員長及び委員は、丹野美絵子委員長、小川克彦委

員、中村玲子委員、大島周平委員、浅井祐二委員、加藤久和委員、藤原靜雄委員、梶田恵美

子委員及び髙村浩委員である。 

委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある

者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験の

ある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を

有する者並びに連合組織（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 263条の３第１項の連合

組織で同項の規定による届出をしたものをいう。）の推薦する者が含まれるものとされてい

る（個人情報保護法第 131条第４項）。 

また、委員長及び委員については、独立した職権行使を保障するための身分保障の規定が

設けられている（個人情報保護法第 133条）。 

さらに、委員会には、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができることと

されており（個人情報保護法第 137 条第１項）、令和４年３月 31 日時点において５人の専

門委員が置かれている。 

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局が置かれており（個人情報保護法第 138

条）、令和３年度末の定員は 148 人となっている。事務局には、令和４年３月 31 日時点に

おいて事務局長のほか次長、審議官、総務課及び参事官５人が置かれている。 

 

２ 予算 

  令和３年度の委員会の予算額（補正後）は、39億 6,479万円である。 

 

３ 組織理念 

委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の

適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の

実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を

保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務としている（個人情報保

護法第 128条）。この任務を十分認識し職務を遂行するため、プライバシーを含む個人の

人格と密接な関連を有する個人情報が適正に取り扱われ、国民の安心・安全を確保できる

よう、本年次報告冒頭のとおり組織理念を掲げている。 
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第２節 委員会の所掌事務の概要 

 

 デジタル社会形成整備法第 50 条の施行後の委員会の所掌事務については、個人情報の保護

に関する基本方針の策定及び推進、個人情報等（個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び

個人関連情報をいう。以下この節において同じ。）の取扱いに関する監視又は監督、特定個人

情報の取扱いに関する監視又は監督等が規定されている（個人情報保護法第 129条）。 

 その具体的な事務を「個人情報保護法に関する事務」、「マイナンバー法に関する事務」、

「個人情報保護法及びマイナンバー法に共通する事務」に大別すると、次のとおりである。 

 

１ 個人情報保護法に関する事務 

平成 27 年９月に成立した個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 65

号。以下「平成 27年改正法」という。）の一部施行により、平成 28年１月１日から委員会

が個人情報保護法を所管することとなり、個人情報保護関連の制度が政府全体として統一的

かつ整合的に運用されるよう、個人情報の保護に関する基本方針の策定と関連施策の総合的

かつ一体的な推進を図る役割を担うこととなった。また、平成 27 年改正法による改正後の

個人情報保護法の全面施行日（平成 29年５月 30日）以降は、各主務大臣が行使していた監

督権限について、委員会が一元的に所掌することとなった。 

さらに、令和３年５月に成立したデジタル社会形成整備法により、行政機関の保有する個

人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 58号。以下「行政機関個人情報保護法」とい

う。）及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 59号。

以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。）が個人情報保護法に統合されるとともに、

地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の個人情報保護法において全国的な共

通ルールを規定し、全体の所管が委員会に一元化されることとなった。 

 

（１）個人情報取扱事業者等の監督 

 

① 報告及び立入検査（個人情報保護法第 143条） 

委員会は、個人情報保護法の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、

仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者（以下

この節において「個人情報取扱事業者等」という。）その他の関係者に対し、個人情報

等の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人

情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等

の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 

② 指導及び助言（個人情報保護法第 144条） 

委員会は、個人情報保護法の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者

等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。 

 

③ 勧告及び命令（個人情報保護法第 145条） 

ア 委員会は、個人情報取扱事業者等が個人情報保護法の規定に違反した場合において

個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者

等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨

を勧告することができる。 

イ 委員会は、上記アによる勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくて
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その勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切

迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置

をとるべきことを命ずることができる。 

ウ 委員会は、上記ア又はイにかかわらず、個人情報取扱事業者等が個人情報保護法の

規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に

措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反

行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることが

できる。 

 

（２）認定個人情報保護団体に関する事務 

 

① 認定（個人情報保護法第 47条、第 49条） 

個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者の個人

情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の適正な取扱いの確保を目的として、苦情の処理、

対象事業者に対する情報の提供等を行おうとする法人は、委員会の認定を受けることが

できる。委員会は認定の申請を受け、個人情報保護法第 49 条に定める認定の基準に基

づき、認定個人情報保護団体（以下「認定団体」という。）の認定を行う。 

 

② 報告の徴収（個人情報保護法第 150条） 

委員会は、個人情報保護法の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認

定に係る業務（以下「認定業務」という。）に関し報告をさせることができる。 

 

③ 命令（個人情報保護法第 151条） 

委員会は、個人情報保護法の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認

定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき

旨を命ずることができる。 

 

④ 認定の取消し（個人情報保護法第 152条） 

委員会は、認定団体が③の命令に従わないとき等は、その認定を取り消すことができ

る。 

 

（３）行政機関等の監視等 

 

① 資料の提出の要求及び実地調査（個人情報保護法第 153条） 

委員会は、個人情報保護法の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認める

ときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務

の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせるこ

とができる。 

 

② 指導及び助言（個人情報保護法第 154条） 

委員会は、個人情報保護法の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認める

ときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必

要な指導及び助言をすることができる。 
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③ 勧告（個人情報保護法第 155条） 

委員会は、個人情報保護法の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めると

きは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告を

することができる。 

 

④ 勧告に基づいてとった措置についての報告の要求（個人情報保護法第 156条） 

委員会は、上記③により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長

等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。 

 

⑤ 施行状況の報告の要求（個人情報保護法第 162条） 

委員会は、行政機関の長等に対し、個人情報保護法の施行の状況について報告を求め

ることができる。 

 

⑥ 案内所の整備（個人情報保護法第 164条） 

委員会は、個人情報保護法の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備する。 

 

２ マイナンバー法に関する事務 

 

 （１）特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督 

 

① 報告、立入検査等（マイナンバー法第 29条の３、第 29条の４、第 35条） 

ア 委員会は、マイナンバー法の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う

者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の

提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務

所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは

帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

イ 特定個人情報ファイル（マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイルをいう。

以下同じ。）を保有する行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機

構は、個人情報保護委員会規則（以下「委員会規則」という。）で定めるところによ

り、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況

について委員会による検査を受けることとされている。また、特定個人情報ファイル

を保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、委員会規則で定めるところにより、

定期的に、委員会に対して当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取

扱いの状況について報告することとされている。 

ウ 個人番号利用事務等実施者は、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の

漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権

利利益を害するおそれが大きいものとして委員会規則で定めるものが生じたときは、

委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報告しなければな

らないとされている。 

 

② 指導及び助言（マイナンバー法第 33条） 

委員会は、マイナンバー法の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者

に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。 

また、この指導及び助言をする場合において、特定個人情報の適正な取扱いを確保す

るために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人
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情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。 

 

③ 勧告及び命令（マイナンバー法第 34条） 

ア 委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場

合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、

当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正

するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。勧告の対象者には、特

定個人情報を法令に基づいて取り扱う者のほか、違法に特定個人情報を取り扱う者も

含まれる。 

イ 委員会は、上記アによる勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとる

べきことを命ずることができる。 

ウ 委員会は、上記ア又はイにかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定

に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実がある

ため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期

限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき

旨を命ずることができる。 

 

④ 情報提供ネットワークシステム等に関する措置の要求（マイナンバー法第 37条） 

ア 委員会は、マイナンバーその他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネッ

トワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その

他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、内

閣総理大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めること

ができる。 

イ 委員会は、上記アにより措置の実施を求めたときは、当該関係行政機関の長に対し、

その措置の実施状況について報告を求めることができる。 

 

（２）特定個人情報保護評価（マイナンバー法第 27条、第 28条） 

  行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公

共団体情報システム機構並びにマイナンバー法第 19 条第８号に規定する情報照会者及

び情報提供者並びに同条第９号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係

情報提供者（以下この項及び第２章Ⅱ第２節において「行政機関の長等」という。）が

特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有す

る前に、委員会規則等に定める手続に従い、特定個人情報保護評価を実施することとさ

れている。 

  また、行政機関の長等が作成した特定個人情報保護評価書に重要な変更（リスク対策

に係る変更等）が生じる等の場合は、特定個人情報保護評価の再実施を行うこととされ

ている（マイナンバー法第 28条）。 

  委員会は、マイナンバー法第 27条及び第 28条の規定に基づき、特定個人情報保護評

価の実施に関し必要な措置等を規定する委員会規則の制定及び指針の作成を行うとと

もに、委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等が提出した特定個人情報保護

評価書について承認を行う。 

特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルの適正な取扱いを確保することに

より特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の

権利利益を保護することを基本理念とし、事前対応による特定個人情報の適正な取扱い
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の確保及びマイナンバー制度に対する国民の信頼の確保を目的とした制度上の保護措

置の一つである。 

具体的には、行政機関の長等が、特定個人情報ファイルを保有する前に、当該特定個

人情報ファイルの取扱いに伴う特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリス

ク及び当該リスクを軽減するために講じている措置を自ら評価し、特定個人情報保護評

価書において対外的に明らかにするものである。 

 

（３）「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 19条第

９号に基づく特定個人情報の提供に関する規則」に基づく届出の受付 

地方公共団体は、マイナンバー法第 19条第９号において、同法第９条第２項の規定に

基づき条例で定める事務（以下「独自利用事務」という。）のうち、同法別表第２の第２

欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図る

べきものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律第 19 条第９号に基づく特定個人情報の提供に関する規則（平成 28 年個人情報保護委

員会規則第５号）で定めるものについて、情報提供ネットワークシステムを用いた情報

連携を行うことができるものとされている。 

 独自利用事務の情報連携を行う地方公共団体は、委員会規則で定めるところにより、

あらかじめ委員会に届け出なければならないとされており、委員会は、委員会規則で定

める要件を満たす届出について内閣総理大臣に通知する。 

 

３ 個人情報保護法及びマイナンバー法に共通する事務 

  委員会は、個人情報保護法第 129条に基づき、事業者等の保有する個人情報、仮名加工情

報、匿名加工情報及び特定個人情報の取扱いに関する苦情が寄せられた場合、相談窓口にお

いて、相談者に対し事案の内容に応じた説明を行うほか、必要に応じて、相談者からの苦情

の申出についてあっせんを行うとともに、苦情の処理を行う事業者に対して解決に向けた協

力を行う。このほか、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発、

所掌事務を行うために必要な調査及び研究並びに所掌事務に係る国際協力に関すること等

も行うこととされている。 
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第２章 委員会の所掌事務の処理状況 

 

 令和３年度においては、個人情報保護委員会会議を計 34 回（第 171 回から第 204 回まで）

開催 1し、必要な審議、決定等を行った。 

 

Ⅰ 個人情報保護法等に関する事務 

 

第１節 令和２年改正法の円滑な施行に向けた取組 

 

１ 各種ガイドライン及びＱ＆Ａの改正等 

令和２年６月 12日に公布された個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（令

和２年法律第 44号。以下「令和２年改正法」という。）の令和４年４月１日の施行に向け、

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）、個人情報の保護に関する

法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）、個人情報の保護に関する法

律についてのガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）、個人情報の保護に関する

法律についてのガイドライン（匿名加工情報編）（以下これらを併せて「各種ガイドライン」

という。）の改正等の検討を行った。具体的には、令和３年５月 19 日に開催した第 174 回

個人情報保護委員会において、各種ガイドラインの一部を改正する告示案等を取りまとめた

上で、これらに対する意見募集を実施した。意見募集には計 130の個人又は団体等から延べ

885件の意見が寄せられ、その結果を踏まえ、同年７月 28日に開催した第 180回個人情報保

護委員会において、各種ガイドライン及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドラ

イン（認定個人情報保護団体編）（以下これらを併せて「民間部門ガイドライン」という。）

の改正及び策定を行い、同年８月２日に公表した。 

また、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するＱ＆Ａ（以下第

２章Ⅰ（第５節２を除く。）において「Ｑ＆Ａ」という。）の更新を行い、同年９月 10 日に

公表した。 

 このほか、令和２年改正法の円滑な施行に向けて、事業者等に対して随時説明会等を実施

し、周知広報に取り組んだ。 

 

２ 特定分野ガイドラインの改正 

取り扱う個人情報の性質、利用方法等の特定分野における特殊性等を踏まえ、個人情報保

護法第６条及び第８条（デジタル社会形成整備法第 50 条の施行後の個人情報保護法（以下

「改正後個人情報保護法」という。）第６条及び第９条）に基づく格別の措置等として、委

員会のガイドラインを基礎とし、更に必要となる別途の規律を定めている特定分野ガイドラ

インについて改正し、次の表のとおりそれぞれ公表した。 

  

                         
1 令和３年度における委員会の開催状況（委員会ウェブサイト） 

 https://www.ppc.go.jp/enforcement/minutes/2021/ 
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ガイドライン等の名称 公表日 

金
融
関
連
分
野
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン 

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン 

令和４年３月 24日 

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安

全管理措置等についての実務指針 

信用分野における個人情報保護に関するガイドライン 

債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイド

ライン 

医
療
関
連
分
野
ガ
イ
ダ
ン
ス 

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス 

令和４年３月１日 

健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス 

国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス 

国民健康保険団体連合会等における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス 

情
報
通
信
関
連
分
野
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン 

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン 

令和４年３月 31日 

放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン 

郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン 

信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライ

ン 

経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情

報保護ガイドライン 
令和４年３月 23日 

  

３ 個人データの越境移転規制の施行に向けた取組 

個人データの越境移転規制（個人情報保護法第 24 条（改正後個人情報保護法第 28 条））

に係る令和２年改正法の施行に向けて、産業界における越境データ移転を伴う事業活動の実

態や制度改正への準備状況を把握し、今後の情報提供等の活動に反映するため、事業者にお

ける個人データの越境移転に関する実態調査を行った。また、その結果等を踏まえて選定し

た国又は地域における個人情報の保護に関する制度等の調査を実施し、その結果とともに、

これらの国又は地域における個人情報の保護に関する制度と我が国の個人情報保護法との

間の本質的な差異の把握に資する情報を令和４年１月 24日に公表した（計 31の国又は地域

について公表）。 
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第２節 個人情報保護制度の一元化 

 

１ デジタル社会形成整備法の成立 

個人情報保護制度の一元化については、個人情報保護法の一部改正を含むデジタル社会形

成整備法案が令和３年２月９日に閣議決定され、第 204回国会（常会）に提出された。  

衆議院では、同年３月 10 日に内閣委員会において平井国務大臣から同法案の提案理由の

説明が行われ、政府や参考人に対する質疑が行われたのち、同年４月２日に賛成多数で原案

のとおり可決（附帯決議あり）、同月６日の本会議に上程され、賛成多数で原案のとおり可

決された。   

参議院では、同月 20 日に内閣委員会において平井国務大臣から同法案の趣旨説明が行わ

れ、政府や参考人に対する質疑が行われたのち、同年５月 11 日に賛成多数で原案のとおり

可決（附帯決議あり）、翌 12 日の本会議に上程され、賛成多数で原案のとおり可決、成立

し、同月 19日にデジタル社会形成整備法として公布された。 

 

２ 令和３年改正法の円滑な施行に向けた取組 
 

（１）各主体への周知 

   第 174回個人情報保護委員会において、「個人情報の保護に関する法律の改正等を伴

うデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立を受けた個人情

報保護委員会の今後の取組について」を決定した。 

   令和３年６月 23日に開催した第 176回個人情報保護委員会においては、デジタル社会

形成整備法による個人情報保護法の改正等（以下「令和３年改正法」という。）の施行

に向け、ガイドライン等の策定に先立って法の規律の考え方を示すことで、各主体の対

応を促すこと等を目的として「公的部門（国の行政機関等・地方公共団体等）における

個人情報保護の規律の考え方（令和３年個人情報保護法改正関係）」及び「学術研究分

野における個人情報保護の規律の考え方（令和３年個人情報保護法改正関係）」を決定

した。 

   また、同年７月２日を初回として計６日間、同年 11月 24日を初回として計３日間、

それぞれ全ての都道府県及び市区町村を対象とする説明会を実施した。加えて、同年 12

月８日、改正後個人情報保護法別表第２に掲げる法人を対象に、翌９日、国立大学法人

等を対象に、令和４年１月 13日、行政機関を対象に、翌 14日、独立行政法人等を対象

に、説明会を実施した。 

 

（２）政令、規則、ガイドライン等の策定及び改正 

  令和３年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第 50条による改正部分であり令和４

年４月１日に施行予定のもの（行政機関、独立行政法人等及び学術研究機関等に係るも

の）については、令和３年８月４日に開催した第 181回個人情報保護委員会において、

個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令案、個人情報の保護に

関する法律施行規則の一部を改正する規則案及び民間部門ガイドラインの一部を改正す

る告示案を取りまとめた上で、これらに対する意見募集を実施した。意見募集には計 16

の個人又は団体等から延べ 75件の意見が寄せられ、その結果を踏まえ、同年 10月 29

日に同政令及び規則を公布するとともに、同ガイドラインを公表した。 

また、同年９月 22日に開催した第 185回個人情報保護委員会において、「公的部門ガ

イドライン等の作成について（令和３年個人情報保護法改正関係）」を決定し、個人情

報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）（以下「公的部門ガイ
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ドライン」という。）等の作成を進めることとした。同年 10月 29日に開催した第 190

回個人情報保護委員会において、公的部門ガイドラインを定める告示案を取りまとめ、

これに対する意見募集を実施した。意見募集には計 25の個人又は団体等から延べ 147件

の意見が寄せられ、その結果を踏まえ、令和４年１月７日に同ガイドラインを公表し

た。 

これに加えて、同年２月４日、主に行政機関等の実務担当者向けに、事務処理の手順

やその際に参考となる法令の条項等の考え方等を整理した、個人情報の保護に関する法

律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）、公的部門ガイドラインや事務対応ガ

イドに関する具体的事例等を示した、個人情報の保護に関する法律についてのＱ＆Ａ

（行政機関等編）を公表した。 

  令和３年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第 51条による改正部分（地方公共

団体の機関及び地方独立行政法人に係るもの）については、令和４年１月 26日に開催

した第 197回個人情報保護委員会において、個人情報の保護に関する法律施行令等の一

部を改正する政令案、個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則案等

を取りまとめた上で、これらに対する意見募集を実施した。意見募集には計 38の個人

又は団体等から延べ 74件の意見が寄せられ、その結果を同年３月 30日に開催した第

204回個人情報保護委員会において取りまとめた。 

 

第３節 個人情報の保護に関する基本方針の一部変更 

  

 個人情報保護法第７条第１項（改正後個人情報保護法第７条第１項）の規定に基づき、個

人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、政府が定めることとされ

ている個人情報の保護に関する基本方針（平成 16年４月２日閣議決定。以後随時改訂。）に

ついて、デジタル社会の進展等の個人情報をめぐる状況変化、令和２年改正法及び令和３年

改正法の施行、国際的な制度調和と連携・協調の観点等を踏まえ、一部変更することとなっ

た。 

 これに当たり、令和４年１月 19日に開催した第 196回個人情報保護委員会において「「個

人情報の保護に関する基本方針」の見直しの方針について」を決定した上で、当該方針に対

する意見募集を実施した。意見募集には計 11の個人又は団体等から延べ 18件の意見が寄せ

られ、その結果を踏まえ、同年３月９日に開催した第 201回個人情報保護委員会において一

部変更案を決定し、個人情報保護法第７条第５項（改正後個人情報保護法第７条第５項）の

規定において準用する同条第３項（改正後個人情報保護法第７条第３項）の規定に基づき、

閣議請議の手続を進めることとした。 

 

第４節 個人情報保護法に基づく監督等 

 

１ 漏えい等事案に関する報告の受付状況等 

  令和３年度においては、個人データの漏えい等事案について 5,846件の報告を受けた。こ

のうち、委員会が直接報告を受けたものが 1,042件、委任先省庁を経由して報告を受けたも

のが 2,386件、認定団体を経由して報告を受けたものが 2,418件であった（付表１（１））。 

漏えい等事案の発生原因の多く（54.9％）は、書類及び電子メールの誤送付並びに書類及

び電子媒体の紛失であるが、インターネット等のネットワークを経由した不正アクセスを原

因とした漏えい等事案の発生が増加傾向にある（24.4％、前年度 17.8%）。１件当たりの事

案で漏えい等した人数は 500人以下が最も多く（91.6％）、漏えい等した情報は顧客情報が

最も多かった（75.8％）。漏えい等した情報の形態は、紙媒体のみが漏えい等したもの（42.1％）
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より、電子媒体のみが漏えい等したもの（48.9％）が多かった。また、事案の多くは、従業

者の不注意により発生し（46.0％）、漏えい等したのち、大部分の事業者（92.7％）が、本

人へ謝罪又は連絡を行っている（付表１（２））。 

委員会においては、事実関係及び再発防止策の確認等を行うとともに、同種の事態が起き

ないよう、必要に応じて指導等を行った。 

また、クラウドサービスの公開範囲の誤設定による漏えい等事案を防止する観点から、公

開範囲の設定方法、設定の確認方法等に関する周知を行った。 

 

２ 報告徴収、指導及び助言の状況 
令和３年度においては、個人データの漏えい等に関する報告、通報及び苦情事案の対応に

際し、報告徴収（委任先省庁実施分を除く。）を 328件、指導及び助言を 217件行った（付

表１（１））。 

例えば、ＬＩＮＥ株式会社に対しては、令和２年度末から実施していた個人情報保護法第

40 条第１項（改正後個人情報保護法第 143 条第１項）に基づく立入検査により、同社の安

全管理措置に不十分な点を把握した上で、個人データへのアクセス権限の見直しや適切なア

クセスログの保存、定期的な監査等による委託先の適切な監督、取得する個人情報の本人へ

の分かりやすい通知の実施等について指導を行った。 

その他、不正アクセスにより多数の会員情報が漏えいした事案では、再発防止策等の確実

な遂行と会員情報の管理に関する定期的な見直しを行うよう指導したほか、委託先従業員が

住所、氏名等の顧客情報を不正に用いて他のサービスの営業に使用していた事案では、委託

先における従業員教育の状況を適切に把握する等、委託先の管理を徹底するよう指導した。 

 

３ 勧告及び命令の状況 
多数の破産者等の個人データをウェブサイトにおいて違法に提供している事業者が、当該

個人データを不特定多数の者に容易に検索できる方法で継続的に提供した事案では、当該個

人データに係る本人らが人格的及び財産的な差別的取扱いを受けるおそれがある状態にあ

ることを踏まえ、当該ウェブサイトを停止すること等を求める勧告を行った。しかし、正当

な理由なく勧告事項に係る措置が講じられなかったことから、事業者に対し、①当該ウェブ

サイトを通じた個人データの提供を停止すること、②当該ウェブサイトを通じた個人データ

の提供に当たっては、あらかじめ本人の同意を得ることその他個人情報保護法第 23 条（改

正後個人情報保護法第 27 条）に従った措置をとること、③②の措置を講じたことを委員会

が確認した旨の通知を受領するまでは、当該ウェブサイトを通じた個人データの提供を再開

しないことを内容とする命令を令和４年３月に行った。 

 

４ 個人情報の取扱い等に関する注意喚起等 

 

（１）事業承継時の個人データの移転に関する注意喚起 

監督業務の中で、事業承継等により取得した個人情報を、承継元事業者が本人に通知又

は公表していた利用目的の範囲を超えて、承継先事業者が新たなサービスのために利用す

る事案が確認された。今後、他の事業者でも同様の事案が発生し得ることから、合併や事

業承継の際には承継元事業者により本人に通知又は公表されていた利用目的を確認し、新

たなサービスを開始する際等にはその範囲を超えるものでないか、改めて確認すること等

を内容とする注意喚起を行った。 
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（２）ＥＣサイト運営に関する注意喚起 

監督業務の中で、ＥＣサイトへの不正アクセスが多発している状況を確認し、その実態

を把握するため、ＥＣサイト運営事業者及びＥＣサイト開発ベンダーへのアンケート調査

を実施した。また、調査から明らかとなった不正アクセスの原因やその後の対策、不正ア

クセスによる経営への影響等の被害実態について、委員会ウェブサイトに公表し、ＥＣサ

イト運営事業者等に注意喚起を行った。 

 

（３）税理士及び社会保険労務士に対する協力依頼 

令和２年度に実施した、中小規模事業者における安全管理措置の実施状況等についての

実態調査では、令和２年改正法施行前の個人情報保護法において努力義務とされていた漏

えい等事案発生時の報告制度について、多くの回答者が「知らなかった」と回答した。こ

の結果を受け、中小規模事業者の安全管理措置の相談先として回答の多かった税理士及び

社会保険労務士に対し、日本税理士会連合会及び全国社会保険労務士会連合会を通じて同

制度の周知依頼を行った。 

 

５ 情報セキュリティ関係機関との連携 
個人情報を含む機密情報等の窃取を企図した、個人情報取扱事業者に対するサイバー攻撃

は、一層複雑化し、攻撃対象も拡大し続けている。このような状況を踏まえ、令和３年度に

おいては、外部からの不正アクセス等による個人データの漏えい等への対応が個人情報取扱

事業者において適切に実施されるよう、関係省庁とともに情報セキュリティ関係機関との連

携及び協力を行うための「個人情報保護法サイバーセキュリティ連携会議」をオンラインで

開催した。同会議を通じ、個人情報等の漏えい等を取り巻く状況をはじめ、委員会に報告さ

れた漏えい等事案、ウェブサイトの脆弱性を悪用した新たな攻撃手法、ＳＳＬ－ＶＰＮ機器

の脆弱性悪用事案等について情報共有等を行った。 

 

６ 外国執行当局との連携 

委員会の執務の参考とするため、外国執行当局から執行実務に係る実施体制や実施方法に

ついての情報収集を行った。また、複数の国とオンラインで意見交換を行い、執行実務に係

る情報や知見を共有した。 

 

第５節 個人情報保護法等に基づく個人情報等の利活用等 

 

１ 個人情報等の適正かつ効果的な活用の促進  

個人情報保護法の改正の趣旨を踏まえ、個人情報等の適正かつ効果的な活用を促進するた

め、次の取組を実施した。 

 

（１）Ｑ＆Ａの改正 

「個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直し 制度改正大綱」（令和元年 12月 13日個

人情報保護委員会）において記載した「公益目的による個人情報の取扱いに係る例外規定

の運用の明確化」を図るべく、国民全体に利益をもたらす個人情報の利活用を促進する観

点から検討を行い、製薬企業が過去に臨床試験等で取得した個人情報に係る利用目的に

よる制限の例外等について、令和３年６月 30日にＱ＆Ａへの追加を行った。また、本人

を判別可能なカメラ画像及びそこから得られた顔認証データを取り扱う場合や、個人デ

ータの取扱いの委託等に関して、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護

する観点から検討を行い、同年９月 30日にＱ＆Ａへの追加を行った。 
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（２）ＰＰＣビジネスサポートデスクの運用 

ＡＩ・ビッグデータ時代を迎え、個人情報等の活用が一層多岐にわたる中、委員会によ

る相談体制の一層の充実を求める意見に適切に対応する観点から、令和２年度から設置

しているＰＰＣビジネスサポートデスクにおいて、情報通信業やサービス業等幅広い業

種の事業者からの、新たに予定しているビジネス上の個人データの取扱い（第三者提供、

委託、共同利用等）や匿名加工情報を用いた新たなビジネス等についての相談に応じた

（計 55件）。 

 

（３）犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会 

   顔識別機能付きカメラの利用をめぐる国内外の動向も踏まえ、公共空間における犯罪予

防や安全確保のためのカメラ画像の適正な利用の在り方について包括的に整理を行うた

め、令和４年１月から有識者検討会を開催している。 

 

（４）官民データ活用推進基本法等に基づく対応 

官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号）第８条第４項の規定に基づき、

内閣総理大臣が官民データ活用推進基本計画の案を作成する際には、委員会の意見を聴

くこととされている（※）。また、デジタル社会形成基本法（令和３年法律第 35号）第

37 条第４項の規定に基づき、内閣総理大臣がデジタル社会の形成に関する重点計画の案

を作成する際にも、委員会の意見を聴くこととされている。 

令和３年６月９日、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画と官民デ

ータ活用推進基本計画を統合した形で策定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画

（案）に対し、個人情報等を含む官民データを取り扱う施策を実施するに当たっての留意

点等を回答した。 

また、同年 12月 15日、デジタル社会の形成に関する重点計画、情報システム整備計画

及び官民データ活用推進基本計画の３つの計画を統合した形で策定されるデジタル社会

の実現に向けた重点計画（案）に対し、同計画に定められた施策を実施するに当たっての

留意点等を回答した。 

（※）デジタル社会形成基本法附則第８条による改正前の官民データ活用推進基本法に

おいては、同法第 21 条第４項の規定に基づき、官民データ活用推進戦略会議が官民

データ活用推進基本計画の案を作成する際に、委員会の意見を聴くこととされていた。 

 

（５）仮名加工情報・匿名加工情報に関する情報発信 

令和２年改正法によって創設された仮名加工情報制度については、仮名加工情報の適切

な利活用を促すために、仮名加工情報の作成や利用に当たっての留意点及び利活用事例

を新たに加筆した改定版の事務局レポートを令和４年３月 30日に公表した。 

また、平成 27 年改正法によって創設された匿名加工情報制度については、令和４年３

月 31日時点で 664社の事業者が匿名加工情報の作成等を公表している（付表２）。 

 

（６）行政機関等非識別加工情報制度の運用状況等 

行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法（以下これら２法を併せて

「行政機関個人情報保護法等」という。）に基づき、行政機関等非識別加工情報の加工や

その取扱いに関する相談窓口である総合案内所において、行政機関や事業者等からの問

合せに広く対応した。令和３年度は 47件の質問及び相談を受け付け、問合せ内容として

は行政機関等非識別加工情報等の定義に関するものが多かった（付表３）。 

行政機関個人情報保護法等においては、行政機関等は、毎年度１回以上、当該行政機関
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等が保有する個人情報ファイルについて、行政機関等非識別加工情報をその用に供して

行う事業に関する提案を募集するものとされている。令和３年度においては、23 の行政

機関及び 128 の独立行政法人等において、提案の募集が実施された（提案の募集対象と

なった個人情報ファイル数：行政機関 303ファイル、独立行政法人等 1,800ファイル）。 

 

２ オプトアウト手続に関する取組 

個人情報保護法第 23 条第２項（改正後個人情報保護法第 27 条第２項）の規定に基づく

オプトアウト手続（※）による個人データの第三者提供をしようとする者については、オプ

トアウト手続を行うこと等の委員会への届出が義務付けられており、395件の届出を受け付

けて公表した。 

また、令和２年改正法の施行に向けて、オプトアウト規定の変更に関する概要資料やＱ＆

Ａを公表し、令和３年８月にオプトアウト届出事業者に対する説明会を２回実施するとと

もに、同年 10月１日からは令和２年改正法に基づくオプトアウト手続を開始し、新たに 85

件の届出を受け付けて公表した。 

さらに、令和３年改正法により新たにオプトアウト届出事業者となり得る規律移行法人

関係者に対しても、令和３年 12月に説明会を実施した。 

（※）第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて提供を停止すること

としている場合であって、あらかじめ、個人データを第三者に提供する旨や提供する

個人データの項目等を本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた上で、

本人の同意を得ることなく第三者に提供することをいう。 

 

３ 認定個人情報保護団体に関する取組 

認定団体連絡会を開催し（２回）、対象事業者の事業の種類その他の業務の範囲を限定し

て認定できる制度の導入を含む、令和２年改正法の概要等について情報提供するとともに、

個々の認定団体が主催する説明会へ講師派遣（９件）を行った。また、対象事業者向け研修

会を開催し（８回）、現行の個人情報保護法及び令和２年改正法の解説や実務の観点から有

用な情報の提供等を行った。さらに、令和３年 11 月には、認定団体制度を通じた民間の自

主的取組の推進の重要性をテーマにしたセミナーを行った。 

なお、令和３年７月 28 日付けで新たに１団体を認定したほか、同年 11 月 30 日付けで１

団体が認定業務を廃止したことにより、令和４年３月 31日時点の認定団体数は 41団体とな

っている（付表１（３））。 

 

４ 民間の自主的取組の推進 

民間の自主的取組の推進に資するため、ＰＩＡ（Privacy Impact Assessment、個人情報

保護評価）の取組に関し、「ＰＩＡの取組の促進について－ＰＩＡの意義と実施手順に沿っ

た留意点－」を、令和３年６月 30 日に開催した第 177 回個人情報保護委員会の決定を経て

同年７月１日に公表し、以後周知を行ってきた。 

また、引き続き、ＰＩＡを実施している事業者の実態や課題を把握するための調査や、事

業者が取り扱う個人データの越境移転に関するマニュアル作成のための調査を実施した。 
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Ⅱ マイナンバー法に関する事務 

 

第１節 マイナンバー法に基づく監督等 

 

１ 委員会規則の改正 

より柔軟かつ効果的な立入検査を実施するため、第 197 回個人情報保護委員会において、

特定個人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則の一部

を改正する規則案を取りまとめ、これに対する意見募集を実施した。意見募集には、計２の

個人等から２件の意見が寄せられ、その結果を令和４年３月 30 日に公表し、同日に特定個

人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則の一部を改正

する規則（令和４年個人情報保護委員会規則第２号）を公布した。 

 

２ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン及びＱ＆Ａの改正 

令和２年及び令和３年のマイナンバー法の改正等を踏まえ、従業者等の同意に基づく特

定個人情報の提供並びに漏えい等の報告及び本人への通知について具体的な取扱いの説明

等を行うため、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公

共団体等編）、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）（（別

冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインを含む。）につ

いて、令和３年８月及び令和４年３月に改正を行った。 

  また、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」及び「（別 

冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するＱ＆

Ａの更新を行った。 

 

３ 漏えい事案等に関する報告の受付状況等 

令和３年度においては、特定個人情報の漏えい事案その他のマイナンバー法違反の事案又

はそのおそれのある事案について、170件の報告を受けた。このうち、「重大な事態」につ

いては、地方公共団体から３件、事業者から６件の報告を受けた（付表４）。 

漏えい事案等の報告では、地方公共団体において、マイナンバーを含んだ書類を紛失した

事案やマイナンバーを記載した書類を誤交付した事案等が多かった。また、重大な事態につ

いては、事業者において、システム開発業者に特定個人情報のダミーファイルを送付すべき

ところ、誤って実在の約 4,170名分の特定個人情報を送付した事案等であり、いずれもマイ

ナンバーが悪用されたとの報告は受けていない。 

漏えい事案等の報告を受けて、再発防止策等の確認を行うとともに、同種の事態が起きな 

いよう指導等を行った。 

 

４ 指導、助言等の状況 

令和３年度においては、特定個人情報の漏えい事案等の報告の受付等に際し、再発防止策

の徹底を求める等の指導、助言等を 17件行った（付表４）。 

また、立入検査等を実施し指摘した事項について報告を求める等の報告徴収を 74 件行っ

た（付表４）。 

 

５ 立入検査等の状況 

立入検査の実施に当たり、令和３年度検査計画を策定し、検査の実施方針として、①行政

機関等に対して定期的な検査を行うこと、②地方公共団体に対して規模、過去の検査状況等

を勘案の上、選択的に検査を実施し、検査項目を絞った検査を活用すること、③漏えい事案
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等の報告等を踏まえ、随時に検査を行うこと等を定めている。 

令和３年度においては、法令及びマイナンバーガイドラインの遵守状況、特定個人情報保

護評価書に記載された事項の実施状況等を確認するため、行政機関等 11件、地方公共団体

51件の立入検査等を実施し、指摘した事項について改善の報告を求めた（付表４）。なお、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、電子媒体による資料徴求、電話、メール

又はオンライン会議でのコミュニケーション等の手法も活用した。 

 令和３年度に実施した立入検査等を通し、行政機関等においては、特定個人情報に係る安

全管理措置がおおむね適切に実施されていることが確認できたものの、地方公共団体にお

いては、安全管理措置のうち研修やログの分析等について、改善を要する事項が認められ

た。 

 

６ 監視・監督システムを用いた情報連携の監視状況 

情報提供ネットワークシステムにおいて、行政機関等及び地方公共団体の職員による不正

な利用がないか確認するため、情報連携される情報提供等記録について監視・監督システム

を用いて分析を行い、情報連携の照会内容について、ヒアリング調査を行った。なお、調査

を行った範囲内では、不正な利用は認められなかった。 

また、監視・監督システムを更改し、分析能力を向上させた。 

 

７ 地方公共団体等の特定個人情報の取扱いに関する定期的な報告の状況 

令和３年度においては、令和２年度におけるマイナンバーを取り扱う事務に関する体制の

整備状況、研修や監査等の実施状況、システムの管理に関する事項等について、2,203機関

から報告を受け、おおむね必要な措置が講じられていることを確認した。 

なお、一部の安全管理措置が実施できていなかったとする機関に対しては、個別に連絡を

行い、各種資料の紹介やログの分析方法等の説明等の支援を行った。 

 

８ その他の監督活動 

マイナンバーの定義について問合せが多いことを踏まえ、令和３年10月に「「行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第２条第８項に定義さ

れる個人番号の範囲について（周知）」を公表し、マイナンバーの該当性についての考え

方を示した上で、その取扱いについての注意喚起を行った。 

また、インシデントに対する組織的対応能力を向上させ、安全管理措置の実質的な確保を

図るため、地方公共団体から参加希望を募り、32 団体に対して、マイナンバー漏えい事案

等が発生したとの想定で初動対応の訓練を実施し、訓練の中で明らかになった問題等につ

いて改善を促した。 

 

第２節 特定個人情報保護評価 

 

１ 特定個人情報保護評価書の承認 

令和３年度においては、行政機関の長等（評価実施機関）から 16 件の全項目評価書の提

出を受け、内容について審査を行った上で、全件の承認を行った（付表６）。 

なお、地方公共団体等の全項目評価書については、マイナンバー法等により、原則として、

条例等に基づき地方公共団体が設置する個人情報保護審議会又は個人情報保護審査会によ

る点検を受け、委員会へ提出したのち、公表することが義務付けられている。 

委員会の承認対象ではない特定個人情報保護評価書についても、必要に応じて記載方法等

に関する助言を行っている。 
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２ 評価実施機関の特定個人情報保護評価書の公表状況 

令和４年３月 31日時点において、１の全項目評価書を含め、2,889の行政機関の長等（評

価実施機関）が 35,544の事務について特定個人情報保護評価書を公表している（付表７）。

これらの特定個人情報保護評価書については、国民が検索及び閲覧することが可能となるよ

う、委員会が運用するシステム（マイナンバー保護評価Ｗｅｂ）に掲載している。 

 

３ 特定個人情報保護評価指針の変更 

  特定個人情報保護評価指針については、マイナンバー法第 27条第２項の規定に基づき、

少なくとも３年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変

更するものとされている。この規定に基づき、特定個人情報保護評価指針の再検討を行

い、評価の再実施が必要となる特定個人情報ファイルに対する「重要な変更」の対象範囲

を明確化する等の変更を行った。変更後の特定個人情報保護評価指針等については令和３

年２月５日に公布及び公表し、同年４月１日に施行した。 

 

第３節 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 19 条

第９号に基づく特定個人情報の提供に関する規則」に基づく届出の受付 

 

１ 届出の受付状況 
地方公共団体は、独自利用事務のうち委員会規則で定めるものについて、情報提供ネット

ワークシステムを用いた情報連携を行うことができるものとされている。令和３年度におい

ては、この要件を満たし、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供を

求めることができる事務として、令和４年２月以降の情報連携について 64 の地方公共団体

から 139 件の届出が、同年６月以降の情報連携について 84 の地方公共団体から 254 件の届

出が、同年 10月以降の情報連携について 45の地方公共団体から 108件の届出があった。こ

れにより、同年 10 月時点で情報連携の対象とされる独自利用事務は、1,245 の地方公共団

体（都道府県 47、市区町村等 1,198）の 9,070事務となる見込みである。 

 

２ 情報連携の対象となる独自利用事務の事例の追加等 
情報連携の対象となる独自利用事務の事例については、平成 27 年８月に委員会の決定を

経て公表して以来、地方公共団体からの要望を踏まえて数次にわたり追加してきた。 

令和３年度においては、地方公共団体の要望を踏まえ、第 177回個人情報保護委員会にお

いて、２件の事例を新たに追加するとともに、委員会規則に基づき、既存の２件の事例に関

し、給付等の内容が類似している法定事務において照会可能な特定個人情報を追加し、これ

らについて公表した。 

今後も、地方公共団体の要望を踏まえて事例の追加等を図りつつ、添付書類の削減等の具

体的なメリットが国民に実感されるよう独自利用事務の情報連携の活用を促進していくこ

ととしている。 
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Ⅲ 国際協力 

 

個人情報の国境を越えた流通が増大している中、個人情報の保護を図りつつ国際的なデータ

流通が円滑に行われるための環境を整備することが重要となっており、委員会としては、関係

機関等との戦略的な対話の実施や、国際的な協力の枠組みへの参加等に積極的に取り組んでい

る（付表８）。これらは、包括的データ戦略（令和３年６月18日閣議決定）、成長戦略フォロ

ーアップ（令和３年６月18日閣議決定）、デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和３年12

月24日閣議決定）等において、信頼性が確保された自由なデータ流通（Data Free Flow with 

Trust：ＤＦＦＴ）の推進に向けた政府全体の取組の一つとして位置付けられている。 

さらに、国際会議への出席や外国機関との対話等も積極的に行った（付表９及び付表10）。  

具体的な取組は、次のとおりである。 

 

第１節 信頼性のある個人データ流通のための国際的な枠組み構築に向けた取組の推進 

 

１ 日米欧三極間における既存の枠組みを活用した個人データ流通の更なる促進を図る取組 

  委員会と欧州関係機関（欧州委員会司法総局等）及び米国関係機関（商務省等）との間で、

それぞれ二者間又は多国間による対話を実施し、①個人情報の越境移転に関する既存の二国

間枠組みを活用した更なる個人情報の流通の促進、②グローバルに相互運用可能な新たな企

業認証制度の模索、③ＯＥＣＤプライバシーガイドラインの見直しプロセスにおける個人情

報保護を巡る新たなリスクに係る議論のそれぞれについて、個人情報保護に関する主要な動

向を踏まえた個別論点や今後の進め方等について具体的な検討を行った。加えて、日米欧三

極間での議論に資するべく、日米欧三極間における個人データの越境流通の実態についての

調査結果報告書を公表した。 

 

２ 信頼性のあるガバメントアクセスに関する取組 

  世界各国の個人情報保護政策の基礎及び原則となっているＯＥＣＤプライバシーガイド

ラインの見直しプロセスについては、令和３年４月の第４回ＯＥＣＤデジタル経済データガ

バナンス・プライバシー作業部会（ＷＰＤＧＰ）において報告書が採択された。同プロセス

において議論が行われていた（※）、個人情報保護をめぐる新たなリスクとしてのデータロ

ーカライゼーションについては、ＷＰＤＧＰにおいて、ＯＥＣＤプライバシーガイドライン

補足説明覚書の改訂を見据えた議論を行っている。 

  また、無制限なガバメントアクセスについては、信頼性のあるガバメントアクセスに関す

る高次の原則の策定に向けた作業を行っていくことを目的として、ＷＰＤＧＰの親委員会で

あるデジタル経済政策委員会（ＣＤＥＰ）内に設置されたドラフティング・グループ会合及

び関連会合に参加し、各国の法執行機関や国家安全保障機関も交えての議論を行った。 

  こうした信頼性のあるガバメントアクセスに関する取組を支援するため、令和２年度に引

き続き、委員会からＯＥＣＤに対して拠出金を支出するとともに、事務局職員の派遣等を行

っている。令和４年度予算においても、引き続きこの取組を推進していくため、ＯＥＣＤに

対する拠出金を計上するとともに、事務局職員の派遣を継続することとしている。 

（※）令和元年 11 月に行われたＷＰＤＧＰ会合で、委員会から、データローカライゼー

ション及び無制限なガバメントアクセスの論点について、上記見直しプロセスにおい

て議論すべき旨の提案を行った。 

 

３ Ｇ７データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル（※） 

  Ｇ７データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル（令和３年９月）に、委員長及び委
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員が参加した。今後本会合の下で実務者会合を開催することや本会合の定期開催を成果とし

て盛り込んだコミュニケ（成果文書）を公表した。 

（※）Ｇ７デジタル・技術大臣会合大臣宣言（令和３年４月）において、ＤＦＦＴの推進

に向けた各国の執行機関間の連携を検討するための会合として開催が盛り込まれた

もの。 

 

第２節 国際会議への参加 

 

 委員会が参加した主な国際会議は次のとおりであり、令和３年改正法の概要やＤＦＦＴの推

進に向けた委員会の取組等について、発表を行った。 

 

１ アジア太平洋プライバシー機関（ＡＰＰＡ）フォーラム（※） 

  第 55回ＡＰＰＡフォーラム（令和３年６月）に専門委員が、第 56回ＡＰＰＡフォーラム

（同年 12月）に委員及び専門委員が参加した。 

（※）アジア太平洋地域のデータ保護機関等が協力関係の構築や情報交換を行うことを目

的として年に２回開催される会議。 

 

２ 世界プライバシー会議（ＧＰＡ）（※） 

  第 43回ＧＰＡ年次総会（令和３年 10月）に委員長、委員及び専門委員が参加した。 

（※）各国のデータ保護機関、政府機関、事業者、研究者等が参加し、国際的な個人デー

タ保護の促進や強化等についての議論や情報交換を行う会議。 

 

第３節 地域別対話 

 

１ ＥＵとの協力対話等 

  平成 31 年１月に発効した日ＥＵ間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みについて

は、発効から２年以内に、互いの移転枠組み（日本においては、個人情報保護法第 24条（改

正後個人情報保護法第 28条）に基づく指定、ＥＵにおいては、一般データ保護規則（ＧＤ

ＰＲ）第 45条に基づく十分性認定）についてレビューが行われることとなっている。委員

会は当該レビューに関する作業を行っており、令和３年 10月に、ＥＵとの間で委員級の相

互レビュー会合を開催した。 

 

２ 米国との対話 

  第 12回インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話（※）（令和３年 11月）に

事務局審議官が参加し、信頼性のある個人データ流通のための国際的な枠組み構築に向け、

日米二国間のほか、日米欧三極間及びＡＰＥＣ、ＯＥＣＤ、Ｇ７等の多国間の枠組みも含め

た日米連携の強化の必要性について、米国との間で再確認した。 

（※）インターネットの経済的側面に焦点を当てた政策全般に関する日米間の協力につい

て、定期的に実施されている対話。 

 

３ 英国との対話 

  英国のデータ保護機関である情報コミッショナーオフィス（ＩＣＯ）や、デジタル・文化・

メディア・スポーツ省（ＤＣＭＳ）との間で、顔認証技術や個人データの越境移転に関する
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意見交換を実施する等、連携強化を進めた。 

  加えて、日英間の円滑な個人データ移転を図る枠組みについては、ＥＵに対して行った個

人情報保護法第 24 条（改正後個人情報保護法第 28 条）に基づく指定を英国のＥＵ離脱後

も継続することとしており（※）、当該枠組みに係るレビューに関する作業を行った。 

  （※）個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の

保護に関する制度を有している外国等等の一部を改正する件（平成 31 年個人情報保

護委員会告示第５号）に規定。 

 

４ ＡＰＥＣ 越境プライバシールール（ＣＢＰＲ）システムの推進 

ＡＰＥＣ ＣＢＰＲシステムは、ＡＰＥＣに参加する 21の国及び地域が合意した個人情

報保護の水準を、事業者が満たしていることを第三者が認証し、個人情報の取扱いに対する

客観的な信頼を実現するとともに、個人データの円滑な越境移転に資することを目的とす

る制度である。 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）に

おいては、外国にある第三者への個人データの提供に係る個人情報保護法第 24条（改正後

個人情報保護法第 28条）の要件を満たす場合として、提供元の個人情報取扱事業者が同シ

ステムの認証を取得し、提供先の外国にある第三者が当該個人情報取扱事業者に代わって

個人情報を取り扱う者である場合のほか、提供先の外国にある第三者が同システムの認証

を取得している場合を挙げている。そのため、同システムの認証の取得は、国際的な事業展

開を図る日本企業にとって有益となることから、同システムに参加する国及び地域のデー

タ保護機関との間で、同システムの更なる推進に向けた協議を行い、積極的に意見を述べ、

提案を行うことにより、協議の進展に寄与した。また、個人データ保護に関する国内外のウ

ェビナーにおいて、同システムの意義及び重要性について広く情報発信を行った。このほ

か、ＡＰＥＣデータ・プライバシー・サブグループ会合（令和３年８月、令和４年２月）に

事務局職員が副議長として参加し、同システムの運営等について議論を行った。 

 

第４節 国内事業者による国際的な活動に資する情報の発信 
 

 国内の事業者の国際的な活動に資するため、引き続きＥＵのＧＤＰＲ及び関係ガイドライン

や、米国・カリフォルニア州消費者プライバシー法（ＣＣＰＡ）に関して、委員会ウェブサイ

ト上で情報提供を行った。 

  

Ⅳ 新型コロナウイルス感染症に係る対応 

 

  令和３年 12 月からデジタル化されたワクチン接種証明書について、その利用が個人情報保

護法を遵守したものとなるよう、関係省庁と連携し、同証明書を利用する事業者に対して注意

喚起を行った。 

  また、新型コロナウイルス感染症対策に関する委員会の対応について国外に発信するととも

に、ＯＥＣＤやＧＰＡ、ＡＰＰＡといった国際会議の議論に積極的に参加し、各国関係機関と

の意見交換や各国の対応について情報収集を行った（付表 11）。 
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Ⅴ 個人情報保護法、マイナンバー法等に共通する事務 

 

第１節 相談受付 

 

１ 個人情報保護法関係 

 

（１）個人情報保護法相談ダイヤルにおける対応 

個人情報保護法に関する一般的な解釈や個人情報保護制度に関する一般的な質問への

回答、個人情報等の取扱いに関する監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及び

その処理を行う事業者への協力に関する事務を行うための窓口として、個人情報保護法相

談ダイヤルを運用しており、令和３年度は 21,237件の相談を受け付けた（付表 12）。 

令和３年度は、事業者から、令和２年改正法及び令和３年改正法に関する相談や、新型

コロナウイルス感染症対策における個人データの取扱い等に関する相談が多く寄せられ

た。全体としては相談件数が増加しており、相談主体別で見ると、前年度に比して、特に、

事業者からの相談が増加している。相談内容としては、個人情報の第三者提供や利用目的

等に関する質問や苦情が多かった。具体的には、個人データを第三者提供する場合の手続

に関する事業者からの質問や、事業者に自身の個人データを第三者提供されたとする個人

からの苦情が多く寄せられた。 

 

（２）個別の事業者への対応 

 

  ① あっせんの実施 

個人情報保護法相談ダイヤルに事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情が寄せら

れた場合、必要に応じてあっせんに関する説明を行い、あっせんの申出を受けた場合に

は、可能な限り当事者の納得を得て解決につなげられるよう対応している。令和３年度

は、29件のあっせんの申出を受け付けた。具体的な事例としては、事業者のウェブサイ

トにいまだ在職しているかのように掲載されている元従業員から、当該事業者への個人

情報の消去の依頼について一向に対応されないという苦情の申立てがされた事案に関

し、当該事業者に対し元従業員からの苦情を伝えるとともに、個人情報保護法の規定等

の説明を行い、削除に応じるようあっせんを行った。 

 

② 苦情の処理を行う事業者への対応 

個人情報保護法相談ダイヤルに事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情が寄せら

れた場合、必要に応じて事業者に確認を行った上で、当事者に対する説明を実施したほ

か、苦情を処理する事業者に対し協力した。具体的な事例としては、本人同意なく事業

者から第三者に個人データが提供されたという事案について、当該事業者に対し、個人

情報保護法第 23条（改正後個人情報保護法第 27条）の規定に基づき本人同意を取得す

るよう促した。 

 

２ マイナンバー法関係 

  

（１）マイナンバー苦情あっせん相談窓口における対応 

特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出について必要なあっせん等を行う窓口とし

て、マイナンバー苦情あっせん相談窓口を運用しており、令和３年度は 1,076件の相談等

を受け付けた（付表 13）。相談内容としては、従業員等からの、マイナンバーの提供の必
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要性や利用目的等を十分に説明しない事業者に対する不満、特定個人情報の管理状況が不

十分な事業者とのトラブルに関する相談等が多くなっている。また、事業者からは、委員

会作成のマイナンバーガイドラインの改正を踏まえた取扱規程の見直しに当たっての質

問が多く寄せられた。 

 

（２）個別の事業者への対応 

マイナンバー苦情あっせん相談窓口に事業者等のマイナンバーの取扱いに関する苦情

が寄せられた場合、必要に応じて事業者等に確認を行った上で、当事者に対する説明を実

施したほか、苦情を処理する事業者等に対し協力した。具体的な事例としては、事業者に

マイナンバーを記載した書類を紛失された従業員から、事業者の情報管理体制等について

改善を求められた事案に関し、当該事業者に事実関係を確認した上で、マイナンバー法の

規定等を説明し、マイナンバー事務における責任者及び事務取扱担当者の配置や、事業所

内における安全管理措置を講じるよう促した。 

また、マイナンバーガイドラインに関する相談が寄せられた場合には、相談者が可能な

限り納得を得られるよう丁寧な説明に努めた。 

 

第２節 広報及び啓発 

 

１ 個人情報保護法関係 

 

（１）令和２年改正法関係の広報及び啓発 

 

  ① 事業者への講師派遣等 

令和２年改正法の令和４年４月の全面施行に向け、事業者等に対してその内容や個人

情報保護制度について周知するため、事業者団体主催の研修会等への講師派遣等（計

131回、約 16,400人参加）を行った（付表 14）。 

このほか、個人データの漏えい等事案の報告義務化についての周知資料を約３万社

の中小企業に直接送付する取組を実施した。 

 

② 多面的な情報発信 

令和２年改正法及び個人情報保護法の内容を、国民に分かりやすく周知するため、委

員会ウェブサイト上の令和２年改正法特設ページや政府インターネットテレビ等に、

アニメーション形式等による解説コンテンツ「マンガで学ぶ令和２年改正個人情報保

護法」を掲載した。 

また、Yahoo!JAPANトップページや Twitter等のインターネット広告を通じて情報発

信したほか、日本経済新聞（令和４年３月８日朝刊）に委員長とジャーナリストとの対

談記事を掲載する等して令和２年改正法等の国民への周知を図った。 

 

③ ハンドブック等 

令和２年改正法のポイントや個人情報保護法の基本的内容をまとめた「民間事業者向

け個人情報保護法ハンドブック」のほか、中小企業向けのハンドブック「はじめての個

人情報保護法～シンプルレッスン～」、令和２年改正法の概要を幅広い国民に周知する

「令和２年改正個人情報保護法概要リーフレット」等を作成し、委員会ウェブサイトに

掲載した。 
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④ 政府広報 

 政府広報ラジオ番組（青木源太・足立梨花「Sunday Collection」、令和４年１月２

日放送）において、「進化し続ける個人情報保護法」をテーマに、個人情報保護法の基

本から、令和２年改正法で新たに施行されるルール、漏えい等が発生した場合の本人通

知義務等について事務局職員が分かりやすく説明を行った。 

また、令和２年改正法のポイントを説明する短編動画を事業者編と個人編の２種類作 

成し、政府インターネットテレビ上に公開した。 

 

 （２）個人情報保護法一般についての広報及び啓発 

 

① 個人情報を考える週間 

  委員会が加盟しているＡＰＰＡにおいて取り組むこととされている Privacy 

Awareness Weekについては、令和３年 10 月 18日から 10月 24 日までの期間を「個人

情報を考える週間」として設定し、個人情報保護の重要性等について広く国民に対し広

報活動を行った。 

具体的には、委員会ウェブサイトに「個人情報を考える週間」の特設ページを設けた

ほか、全国の地方公共団体への啓発ポスターの掲示、駅構内におけるデジタルサイネー

ジ広告の放映、コンビニのレジ液晶ＰＯＰでの広告や店内ＢＧＭの放送、インターネッ

ト広告による情報発信等を行った。 

 

② 公式ＳＮＳ（Twitter）の運用 

  委員会の各種施策等に関して広く国民に対して積極的な広報を行うため、令和３年６

月から公式ＳＮＳ（Twitter）の運用を開始し、委員会ウェブサイトに掲載された新着

情報、活動情報等を発信した。 

 

③ 出前授業 

  小学生を主な対象として、個人情報保護の大切さを伝える出前授業（計７回、約 1,400

人参加）を実施した。その際、委員会において作成した、ＳＮＳ等の利用時の個人情報

の適正な取扱い方について説明する動画「取扱注意！みんなの大切な個人情報～ＳＮ

Ｓ・オンラインゲーム編～」を活用した。 

また、「子どものための個人情報保護法ハンドブック」について、学校でのリモート

授業における留意点等、昨今の情勢を踏まえた内容に刷新した。 

    

２ マイナンバー法関係 

 令和３年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、各種説明会で

配信する動画の中で、特定個人情報の適正な取扱いの確保や安全管理措置の再確認を促すこ

と等を目的とした解説等を行ったほか、要望があった行政機関等及び地方公共団体に対し、

個別に解説等を行った。 

 具体的には、令和３年４月から同年７月までの間に他省庁と連携して動画配信により実施

された社会保障・税番号制度担当者説明会や同年５月から令和４年２月までの間に開催され

た地方公共団体情報システム機構主催の動画配信セミナーにおいて、地方公共団体の事務担

当者に対して解説を行ったほか、行政機関等及び地方公共団体の説明会では、事務担当者に

対して、これまでの立入検査の結果等を踏まえた特定個人情報の取扱いに関する留意点等に

ついて解説を行った。 

また、特定個人情報の取扱いの留意点を分かりやすくまとめた「特定個人情報を取り扱う
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際の注意ポイント」を作成したほか、立入検査で指摘した事例や求められる対応のポイント

をまとめた「行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の適正な取扱いのためのポ

イント～立入検査における指摘事例と着眼点～」を更新し、それぞれ委員会ウェブサイトに

掲載するとともに、行政機関及び地方公共団体に周知を行った。加えて、特定個人情報等を

取り扱う事務取扱担当者等が安全管理措置を学ぶための研修資料を作成し、委員会ウェブサ

イトに掲載するとともに、地方公共団体に周知を行った。 

 

第３節 人材育成 

 

委員会の所掌事務を確実に遂行するため、人材育成は重要な課題である。多様な人材の活用

と育成のため、個人情報の保護及び利活用、マイナンバーの取扱いに係る監視・監督等の業務

運営に必要な資質及び職務遂行能力の向上を主な目的として研修を実施したほか、外部の専門

機関等が実施する研修も積極的に参加させる等、委員会内外の様々な機会を通じて人材育成に

努めた。 

新規採用職員に対しては、「新規採用職員向けマイナンバー習熟テスト」を実施するととも

に、「個人情報保護士認定試験」の受験を義務付けることにより、今後の委員会業務の前提と

なる知識の着実な定着を図った。 

また、監視・監督機関としての委員会の性格及び業務内容に鑑み、事務局職員にはＩＴ・セ

キュリティの知見が不可欠であることから、サイバーセキュリティ分野における対応能力の向

上並びに政府デジタル人材の確保及び育成を図ることを目的に、専門機関が実施するサイバー

セキュリティ研修やＩＴリテラシー・セキュリティ等に関する研修等、事務局職員の専門的知

識の習得に重点を置いた人材育成を図った。 

さらに、政府機関におけるデジタル改革に必要なＩＴ・セキュリティ知識を有する人材の確

保・育成総合強化方針（令和３年７月６日サイバーセキュリティ対策推進会議・各府省情報化

統括責任者連絡会議決定）に示された政府デジタル人材（部内育成専門人材）の確保及び育成

のため、選定した事務局職員についてスキル認定を行った。 

令和元年度から開始した、情報システム関連業務における課題解決等のスキルの習得を目的

としたＩＴ研修について、技術系の事務局職員以外にも対象者を拡大の上実施した（付表15）。 

 

第４節 関係省庁主催の会議等への出席 

 

 個人情報等の保護及び適正かつ効果的な活用が図られるよう、委員会から関係省庁が主催す

る会議等へ出席し、必要な助言等を行った。 
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付表 活動実績 
 

１ 個人情報の取扱いに関する監督の処理状況 

 

（１）総括 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月 31 日） 

対応事項 件数 

漏えい等事案に関する報告の

受付 

5,846件（前年度：4,141件） 

（内訳） 

委員会直接受付分：1,042件（前年度：1,027件） 

（うち域外適用分：５件（前年度：８件）） 

委任先省庁経由分：2,386件（前年度：1,122件） 

 認定団体経由分：2,418件（前年度：1,992件） 

報告徴収 329件（前年度：357件） 

（内訳） 

 委員会実施分：328件（前年度：354件） 

委任先省庁実施分：１件（前年度：３件） 

立入検査（※１） ４件（前年度：４件） 

（内訳） 

委員会実施分：０件（前年度：２件） 

委任先省庁実施分：４件（前年度：２件）（※２） 

指導及び助言 217件（前年度：198件） 

 （うち域外適用分：０件（前年度：２件）） 

勧告 ３件（前年度：０件） 

命令 １件（前年度：２件） 

（※１）立入検査の件数は、立入検査開始日を基準として計上している。 

（※２）委任先省庁実施分は、業法に基づく定期検査と合わせて実施されたものである。 
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（２）事業者からの個人データの漏えい等事案の状況 

 

①漏えい等した人数 

 （期間：令和３年４月１日～令和４年３月 31日、単位：件） 

報告先 
件数 

（割合） 

漏えい等した人数 

500人 

以下 

501～ 

5,000人 

5,001～ 

50,000人 

50,001人 

以上 

 

不明 

委員会 1,042 
781 

(75.0%) 

139 

(13.3%) 

60 

(5.8%) 

29 

(2.8%) 

33 

(3.2%) 

包括委任先省庁 2,386 
2,330 

(97.7%) 

20 

(0.8%) 

21 

(0.9%) 

9 

(0.4%) 

6 

(0.3%) 

認定団体 2,418 
2,246 

(92.9%) 

77 

(3.2%) 

32 

(1.3%) 

21 

(0.9%) 

42 

(1.7%) 

計 5,846 
5,357 

(91.6%) 

236 

(4.0%) 

113 

(1.9%) 

59 

(1.0%) 

81 

(1.4%) 

（注１）漏えい等事案には、「漏えい」のほか、「滅失」、「毀損」の事案を含む。 

（注２）「漏えい等した人数」とは、漏えい等した個人情報によって識別される特定の本人の数であ

り、人数が確定できない場合は、漏えい等した可能性のある本人を含む最大人数として報

告を受けている。 

 

②漏えい等した情報（①に計上した漏えい等事案のうち委員会に報告されたもの

（以下⑤まで同じ。）に係る情報）の種類 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月 31 日、単位：件） 

件数 

（割合） 

漏えい等した情報の種類 

顧客情報 従業員情報 その他の情報 

 うち基本情報のみ  うち基本情報のみ  うち基本情報のみ  うち基本情報のみ 

1,042 
86 

(8.3%) 

790 

(75.8%) 

65 

 (6.2%) 

172 

(16.5%) 

8 

(0.8%) 

203 

(19.5%) 

16 

(1.5%) 

（注１）「基本情報」とは、氏名、生年月日、性別、住所を指す。 

（注２）１つの事案で複数の情報が漏えい等した場合は、全ての項目について記入。 

 

③漏えい等した情報の形態 
（期間：令和３年４月１日～令和４年３月 31 日、単位：件） 

 

件数 

（割合） 

漏えい等した情報の形態 

電子媒体のみ 紙媒体のみ 電子・紙媒体 その他 

1,042 
510 

(48.9%) 

439 

(42.1%) 

9 

(0.9%) 

84 

(8.1%) 

 



27 

④漏えい等元・漏えい等した者   
（期間：令和３年４月１日～令和４年３月 31 日、単位：件） 

 

 

件数 

（割合） 

事業者 委託先 

従業者 第三者 
その他 

従業者 第三者 
その他 

意図的 不注意 意図的  不注意   意図的  不注意 意図的 不注意 

1,042 
17 

(1.6%) 

   479 

(46.0%) 

 202 

(19.4%) 

3 

(0.3%) 

168 

(16.1%) 

3 

(0.3%) 

 88 

(8.4%) 

52 

(5.0%) 

2 

(0.2%) 

28 

(2.7%) 

 

⑤漏えい等した後の改善措置状況   

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月 31 日、単位：件）

 

 

（注１）１つの事案で複数の安全管理措置又は対応を事業者が実施した場合は、全ての項目につい

て記入。 

（注２）表中の事業者による安全管理措置は、漏えい等後に事業者が講じた再発防止策を、個人情

報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）の「（別添）講ずべき安全管理

措置の内容」に基づき、その再発防止策の内容に応じて分類している。具体的な内容とし

ては、「組織的」に社内規程の整備や監査の実施等を、「人的」に教育・研修の実施等

を、「物理的」に機器及び電子媒体の盗難の防止や持ち運ぶ場合の漏えい防止等を、「技

術的」にアクセス制御や外部からの不正アクセスの防止等を、それぞれ分類している。

件数 

（割合） 

事業者による安全管理措置 

組織的 人的 物理的 技術的 

1,042 
608 

(58.3%) 

386 

(37.0%) 

106 

(10.2%) 

321 

(30.8%) 

件数 

（割合） 

事業者による対応 

本人への謝罪・連絡 専用窓口の設置 商品券等の配付 

1,042 
966 

(92.7%) 

61 

(5.9%) 

22 

(2.1%) 
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（３）認定団体の取組状況 

  （期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日、単位：件） 

名称 

個人情報保護法第52条及び第53条(改正

後個人情報保護法第53条及び第54条)に

基づく措置 
その他の積極的な取組 

苦情

受付 

説明

要求 

資料

要求 
指導 勧告 

その他

の措置

(※１) 

一般社団法人 

全国警備業協会 
0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・機関誌に改正法チェックポイントを掲載 

・対象事業者向けの研修会を実施 

一般社団法人 

全日本指定自動車教

習所協会連合会 

0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・委員会の担当官を招いて、法改正に係る研修会

を実施 

日本証券業協会 15 15 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会を実施 

・個人情報保護指針を改定 

一般社団法人 

生命保険協会 
19 19 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会を実施 

・個人情報保護指針を改定 

一般社団法人 

日本損害保険協会 
22 22 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・委員会の担当官を招いて、法改正に係る研修会

を実施 

・個人情報保護指針を改定 

一般社団法人 

外国損害保険協会 
0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者参加の協議員会を月次開催 

全国銀行個人情報保

護協議会 
100 21 0 46 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・法改正（越境移転）に係る説明会を実施 

・個人情報保護指針を改定 

一般社団法人 

信託協会 
1 0 0 25 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・外部有識者の意見を聴取する懇談会を実施 

・弁護士を招いて、法改正に係る研修会を実施 

一般社団法人 

投資信託協会 
0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・委員会の担当官を招いて、法改正に係る研修会

を実施 

・金融庁の担当官を招いて、サイバーセキュリテ

ィ強化に向けた研修会を実施 

・個人情報保護指針を改定 

一般社団法人 

日本投資顧問業協会 
0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・委員会の担当官を招いて、法改正に係る研修会

を実施 

・個人情報保護指針を改定 

日本貸金業協会 1 1 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・弁護士を招いて、法改正に係る研修会を実施 

・eラーニングによる学習講座を継続提供 

・個人情報保護指針を改定 
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一般社団法人 

金融先物取引業協会 
0 0 0 2 1 1 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会を実施 

一般財団法人 

放送セキュリティセ

ンター 

8 2 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・各種研修会等への参加 

・個人情報保護指針を改定 

一般財団法人 

日本データ通信協会 
80 3 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会を実施 

・個人情報保護指針を改定 

一般財団法人 

日本情報経済社会推

進協会 

184 0 68 0 0 68 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会・オンデマンド配信等

を実施 

・ＣＢＰＲ認証業務を実施 

・個人情報保護指針を改定 

日本製薬団体連合会 0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの法改正に係る説明会を実施 

・個人情報保護指針を改定 

公益社団法人 

全日本病院協会 
0 0 0 9 0 0 

・委員会の担当官を招いて、法改正に係る研修会

を実施 

特定非営利活動法人 

医療ネットワーク支

援センター 

0 0 0 0 0 0 ・対象事業者からの各種問合せに対応 

一般社団法人 

国際情報セキュリテ

ィーマネジメント研

究所 

0 0 0 0 0 0 ・対象事業者への情報提供を実施 

特定非営利活動法人 

日本手技療法協会 
0 0 0 0 0 0 ・対象事業者への情報提供を実施 

一般社団法人 

日本個人情報管理協

会 

0 0 0 0 0 0 
・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会を実施 

一般社団法人 

全日本ギフト用品協

会 

0 0 0 0 0 0 
・対象事業者からの各種問合せに対応 

・個人情報保護指針を改定 

一般社団法人 

日本クレジット協会 
12 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・機関誌に法改正や漏えい事案等の解説記事を

掲載 

・対象事業者向けの研修会を実施 

・個人情報保護指針を改定 

公益社団法人 

東京グラフィックサ

ービス工業会 

0 0 0 0 0 0 

・外部有識者を招いて、法改正に係る研修会を実

施 

・機関誌にセキュリティ関連事項等の解説記事

を掲載 

・「印刷業界の個人情報保護ガイドブック」第７

版を作成 

一般社団法人 

日本専門店協会 
0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会を実施 

・対象事業者からの各種問合せに対応 
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公益社団法人 

日本消費生活アドバ

イザー・コンサルタ

ント・相談員協会 

0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者からの各種問合せに対応 

・他の認定団体の個人情報保護指針の策定に当

たり、消費者代表として助言 

・認定団体活動の在り方（特定分野型への移行）

について検討 

一般社団法人 

結婚相談業サポート

協会 

0 0 0 0 0 0 
・対象事業者向けの研修会を実施 

・対象事業者からの各種問合せに対応 

一般社団法人 

日本結婚相手紹介サ

ービス協議会 

0 0 0 0 0 0 
・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会を実施 

株式会社ＩＢＪ(日

本結婚相談所連盟) 
13 8 0 8 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・新規の対象事業者向けに、個人情報の取扱いに

係る研修会を実施 

・既存の対象事業者向けに、トラブル事例等を踏

まえた個人情報の取扱い全般に係る研修会を

実施 

大阪毎日新聞販売店

事業協同組合 
0 0 0 0 0 0 ・対象事業者への情報提供を実施 

ＪＥＣＩＡ個人情報

保護協会 
0 0 0 0 0 0 ・対象事業者への情報提供を実施 

全国こころの会葬祭

事業協同組合 
0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者へ苦情問合せ対応の内容を紹介し、

問題意識を共有 

一般社団法人 

医療データベース協

会 

0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者からの各種問合せに対応 

・規程を改定 

一般社団法人 

全国自動車標板協議

会 

0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けに研修講師派遣を実施 

・規程を改定 

一般社団法人 

中小企業個人情報セ

キュリティー推進協

会 

0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・eラーニングを活用した対象事業者向けの学習

教材を提供 

一般社団法人 

モバイル・コンテン

ツ・フォーラム 

3 0 0 0 0 0 
・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者からの各種問合せに対応 

公益社団法人 

日本通信販売協会 
0 0 0 0 0 0 ・対象事業者向けの研修会を実施 

一般社団法人 

日本情報システム・

ユーザー協会 

3 3 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・委員会の担当官を招いて、法改正に係る講演会

を実施 

・対象事業者からの各種問合せに対応 

工業会 

日本万引防止システ

ム協会  

0 0 0 0 0 0 

・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会を実施 

・個人情報保護指針を策定 
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特定非営利活動法人 

全国万引犯罪防止機

構  

0 0 0 0 0 0 ・個人情報保護指針ほか各種規程を策定 

一般社団法人 

ＪＡＰＨＩＣマーク

認証機構（※２） 

2 1 0 2 0 0 
・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会を実施 

特定非営利活動法人

日本個人・医療情報

管理協会（※３） 

0 0 0 0 0 0 
・対象事業者への情報提供を実施 

・対象事業者向けの研修会を実施 

計 463 95 68 92 1 69 

 

（※１）「その他の措置」とは、認定団体が、個人情報保護法第53条（改正後個人情報保護法第54条）に基づき自

ら作成及び公表した個人情報保護指針を対象事業者に遵守させるために行った措置で、「指導」及び「勧

告｣以外のものを指す。 

（※２）令和３年７月28日に新たに認定した団体。 

（※３）令和３年11月30日に認定業務を廃止した団体。 
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２ 匿名加工情報の作成等に係る公表状況 

  （令和４年３月31日時点） 

業種 件数（割合） 

医療・福祉 

 200（30.1％） 

病院 101（15.2％） 

健康保険組合 87（13.1％） 

その他医療・保険福祉 12（1.8％） 

卸売業・小売業 

 133（20.0％） 

調剤薬局 93（14.0％） 

その他 40（6.0％） 

学術研究・専門技術サービス業 

(会計士・税理士事務所、年金相談センター等を含む) 
94（14.2％） 

情報通信業 

（情報通信サービス業、インターネットサービス業を含む） 
94（14.2％） 

金融業・保険業 36（5.4％） 

製造業 28（4.2％） 

その他 79（11.9％） 

合計 664 

（注）委員会が調査した件数を計上。 

 

 

３ 行政機関等非識別加工情報に関する総合案内所の受付件数 

                      （期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日、単位：件） 

分類 件数 

問合せ内容上位５項目 

（１件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。） 

定義 総合案内 契約関係 提案募集 手数料 

質問・相談 
47 

（57） 

25 

（20） 

15 

（7） 

10 

（19） 

8 

（16） 

4 

（3） 

（注）（ ）内は前年度の実績。 
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４ 特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督の処理状況 

  （期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

対応事項 件数等 

漏えい事案等

に関する報告

の受付 

111機関・170件（前年度：156機関・207件） 

（うち「重大な事態」（※１）に該当：９件（前年度：８件）） 

（内訳） 

行政機関等 ：５機関・29件（前年度：８機関・28件） 

（うち「重大な事態」に該当：０件（前年度：２件）） 

地方公共団体：75機関・102件（前年度：80機関・104件） 

（うち「重大な事態」に該当：３件（前年度：３件）） 

事業者   ：31機関・39件（前年度：68機関・75件） 

（うち「重大な事態」に該当：６件（前年度：３件）） 

 

 

うち「重大な

事態」の内容 

① 事業者において、システム開発業者に特定個人情報のダミーファイルを送

付すべきところ、誤って実在の約4,170名分の特定個人情報を送付した事案 

② 事業者において、サーバーへの不正アクセスにより、約 130名分の特定個

人情報が漏えいした事案 

③ 地方公共団体において、委託事業者より納品されたデータに、他の地方公

共団体に納品されるべき約1,520名分の特定個人情報が混入していたことに

気付かずに、全国の関係団体に送付した事案 

④ 地方公共団体において、事業者の従業員約280名分の特定個人情報を、他

の事業者に誤送付した事案 

⑤ 地方公共団体において、誤ったデータをシステムに取り込んだことによ

り、約210名分の特定個人情報を特定の者がシステム上で閲覧できる状態と

なっていた事案 

⑥ 事業者において、約1,790名分の特定個人情報が記録されたＣＤを誤廃棄

した事案 

⑦ 事業者において、委託元の許諾なく再委託が行われた事案 

⑧ 事業者において、サーバーへの不正アクセスにより、約 690名分の特定個

人情報が毀損した事案 

⑨ 事業者において、委託元の従業員の個人番号を取り違えて処理したことに

より、約160名分の特定個人情報を誤った地方公共団体に送付した事案 

指導、助言等 17件（前年度：40件） 

報告徴収 74件（前年度：10件） 

立入検査等 

 

62件（前年度：23件）（※２） 

（内訳）行政機関等11件、地方公共団体51件 

（前年度：行政機関等７件、地方公共団体15件、事業者１件） 

（※１）「重大な事態」とは、特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に

関する規則（平成27年特定個人情報保護委員会規則第５号）第２条各号に掲げる事態である。 

（※２）電子媒体による資料徴求、電話、メール又はオンライン会議でのコミュニケーション等の手法も活用した。 
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５ 特定個人情報の安全管理措置等についての説明会の実施状況 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

説明会の名称 回数 参加者数 

社会保障・税番号制度担当者説明会 48回 約6,600人 

地方公共団体情報システム機構セミナー ８回 約2,300人 

特定個人情報の取扱いに関する留意点の説明会 ３回 約100人 

計 
59回 

（58回） 

約9,000人 

（約6,300人） 

（注）（ ）内は前年度の実績。 

 

６ 特定個人情報保護評価書の承認日 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

評価実施機関 評価書名 委員会承認日 

独立行政法人農

業者年金基金 

農業者年金業務等に関する事務 全項目評価書 令和３年４月７日 

東京不動産業健

康保険組合 

東京不動産業健康保険組合における適用、給付及

び徴収関係事務 全項目評価書 

令和３年７月28日 

関東百貨店健康

保険組合 

関東百貨店健康保険組合における適用、給付及び

徴収関係事務 全項目評価書 

令和３年７月28日 

厚生労働大臣 労働者災害補償保険法による保険給付等（年金給

付）に関する事務 全項目評価書 

令和３年８月25日 

国税庁長官 国税関係（受付）事務 全項目評価書 令和３年８月25日 

国税庁長官 国税関係（賦課・徴収）事務 全項目評価書 令和３年８月25日 

内閣総理大臣 情報提供ネットワークシステムの運営に関する

事務 全項目評価書 

令和３年10月１日 

内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿への登録等に関する

事務 全項目評価書 

令和３年10月20日 

預金保険機構 預金保険法による預金等に係る債権の額の把握

に関する事務 全項目評価書 

令和３年10月20日 

厚生労働大臣 職業安定行政業務に関する事務 全項目評価書 令和３年12月１日 

日本私立学校振

興・共済事業団 

日本私立学校振興・共済事業団における公的年金

業務等に関する事務 全項目評価書 

令和３年12月15日 

日本私立学校振

興・共済事業団 

日本私立学校振興・共済事業団における短期給付

に関する事務 全項目評価書 

令和３年12月15日 

厚生労働大臣 公的年金業務等に関する事務 全項目評価書 令和４年１月19日 

厚生労働大臣 職業安定行政業務に関する事務 全項目評価書 令和４年１月26日 

独立行政法人農

業者年金基金 

農業者年金業務等に関する事務 全項目評価書 令和４年３月９日 
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独立行政法人日

本学生支援機構 

独立行政法人日本学生支援機構法による学資の

貸与及び支給に関する事務 全項目評価書 

令和４年３月９日 

 

７ 評価実施機関の特定個人情報保護評価書の公表状況 

（令和４年３月31日時点） 

評価実施機関 
評価書を公表

した機関数 

評価対象 

事務数 

評価書種別 

基礎項目 重点項目 全項目 

行政機関の長 9 19 8 0 11 

地方公共団体の長その他の機関 2,190 34,724 32,412 1,673 639 

独立行政法人等 48 54 46 1 7 

地方独立行政法人 2 2 2 0 0 

地方公共団体情報システム機構 1 1 0 0 1 

情報連携を行う事業者 639 744 618 42 84 

計 2,889 35,544 33,086 1,716 742 

（注）全項目評価又は重点項目評価を実施する事務の場合は、全項目評価書又は重点項目評価書と併せて基礎項目

評価書を公表することとなるが、この場合の基礎項目評価書の数は計上していない。 

 

８ 信頼性のある個人データ流通のための国際的な枠組み構築に関する主な対話実績（オンラ

イン） 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

対話の相手等 開催月 

ＯＥＣＤガバメントアクセスに関する拡大ドラフティング・グル

ープ第３回会合 

令和３年４月 

ＯＥＣＤデジタル経済政策委員会デジタル経済データガバナン

ス・プライバシー作業部会（ＣＤＥＰ ＷＰＤＧＰ）第４回会合 

令和３年４月 

第83回ＯＥＣＤデジタル経済政策委員会（ＣＤＥＰ）会合 令和３年４月 

ＯＥＣＤガバメントアクセスに関するドラフティング・グループ

（計４回） 

令和３年４、５（２

回）、６月 

欧州委員会司法総局との対話（計３回） 令和３年４、５、９月 

欧州委員会司法総局、在京ＥＵ代表部との対話 令和３年５月 

在京米国大使館との対話（※） 令和３年５月 

ドラフティング・グループ有志国との会合 令和３年５月 

米国商務省、国務省、司法省との対話 令和３年７月 

第84回ＯＥＣＤ ＣＤＥＰ会合 令和３年７月 

第43回ＡＰＥＣデータ・プライバシー・サブグループ会合 令和３年８月 

Ｇ７データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル 令和３年９月 

米国商務省との対話 令和３年９月 

成長とWell-beingのためのデータガバナンスに関する水平プロジ

ェクト（Going Digital III）会合 

令和３年９月 
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第12回インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話 令和３年11月 

ＯＥＣＤ ＣＤＥＰ ＷＰＤＧＰ第５回会合 令和３年11月 

第85回ＯＥＣＤ ＣＤＥＰ会合 令和３年12月 

米国商務省、国務省、司法省等との対話 令和４年１月 

ＯＥＣＤガバメントアクセスに関する再招集ドラフティング・グ

ループ（計２回） 

令和４年２、３月 

第44回ＡＰＥＣデータ・プライバシー・サブグループ会合 令和４年２月 

（※）新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、対面で実施。 

 

９ 主な国際会議（オンライン）への参加（新型コロナウイルス感染症対策における個人デー

タの取扱いを議題とするものは付表 11参照） 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

国際会議名 開催月 

国際セミナー：個人情報保護に係る政策・法令の起草への意見聴取

（ベトナム） 

令和３年４月 

ＯＥＣＤガバメントアクセスに関する拡大ドラフティング・グル

ープ第３回会合（再掲） 

令和３年４月 

ＯＥＣＤ ＣＤＥＰ ＷＰＤＧＰ第４回会合（再掲） 令和３年４月 

第83回ＯＥＣＤ ＣＤＥＰ会合（再掲） 令和３年４月 

第11回日ＥＵ・ＩＣＴ戦略ワークショップ 令和３年４月 

ＯＥＣＤガバメントアクセスに関するドラフティング・グループ

（計４回）（再掲） 

令和３年４、５（２

回）、６月 

ベーカー＆マッケンジー法律事務所主催ウェビナー 令和３年５月 

ドラフティング・グループ有志国との会合（再掲） 令和３年５月 

ＣＥＤＩＳ-ＩＤＰ（※１）及びＣＩＰＬ（※２）主催ウェビナー 令和３年５月 

Enobyte GmbH主催 ＧＤＰＲ５周年記念 オンラインシンポジウム 令和３年６月 

第41回欧州評議会条約第108号諮問委員会総会 令和３年６月 

第55回アジア太平洋プライバシー機関（ＡＰＰＡ）フォーラム 令和３年６月 

第84回ＯＥＣＤ ＣＤＥＰ会合（再掲） 令和３年７月 

Asia Cloud Computing Association（ＡＣＣＡ）ウェビナー 令和３年７月 

在日米国商工会議所（ＡＣＣＪ）との会合 令和３年８月 

第43回ＡＰＥＣデータ・プライバシー・サブグループ会合（再掲） 令和３年８月 

2021 年第２回ＡＰＥＣ貿易・投資委員会デジタル経済運営グルー

プ会合 

令和３年８月 

Ｇ７データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル（再掲） 令和３年９月 
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成長とWell-beingのためのデータガバナンスに関する水平プロジ

ェクト（Going Digital III）会合（再掲） 

令和３年９月 

第43回世界プライバシー会議（ＧＰＡ） 令和３年10月 

Ｇ７デジタル・技術規制協力ワークショップ 令和３年11月 

ＯＥＣＤ ＣＤＥＰ ＷＰＤＧＰ第５回会合（再掲） 令和３年11月 

第12回日ＥＵ・ＩＣＴ戦略ワークショップ 令和３年11月 

Ｇ７データローカライゼーションに関するワークショップ 令和３年11月 

第42回欧州評議会条約第108号諮問委員会総会 令和３年11月 

第68回技術分野におけるデータ保護に関するワーキンググループ

（ＩＷＧＤＰＴ） 

令和３年11月 

第12回インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話（再

掲） 

令和３年11月 

第56回ＡＰＰＡフォーラム 令和３年12月 

第85回ＯＥＣＤ ＣＤＥＰ会合（再掲） 令和３年12月 

ＯＥＣＤデータ倫理ワークショップ 令和３年12月 

ＯＥＣＤガバメントアクセスに関する再招集ドラフティング・グ

ループ（計２回）（再掲） 

令和４年２、３月 

第44回ＡＰＥＣデータ・プライバシー・サブグループ会合（再掲） 令和４年２月 

2022 年第 1回ＡＰＥＣ貿易・投資委員会デジタル経済運営グルー

プ会合 

令和４年２月 

ＯＥＣＤ・ＤＦＦＴワークショップ 令和４年２月 

Ｇ７データ保護・プライバシー機関オンライントラッキングに関

する会合 

令和４年３月 

（※１）Centro de Direito, Internet e Sociedade of Instituto Brasiliense de Direito Público。ブラジルの

法律研究機関。 

（※２）Centre for Information Policy Leadership。プライバシー・セキュリティに関する国際的なシンクタンク。 

 

10 外国機関との対話実績（オンライン） 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

対話の相手等 開催月 

欧州委員会司法総局との対話（計３回）（再掲） 令和３年４、５、９月 

欧州委員会司法総局、在京ＥＵ代表部との対話（再掲） 令和３年５月 

在京米国大使館との対話（再掲）（※） 令和３年５月 

シンガポール当局とのデジタル協力に関する専門家会合 令和３年５月 

日ＥＵ相互認証レビューに関する欧州委員会司法総局との対話

（計７回） 

令和３年６、９、10

（３回）、12月、令和

４年２月 

米国商務省、国務省、司法省との対話（再掲） 令和３年７月 
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英国情報コミッショナーオフィス（ＩＣＯ）との会合（計３回） 令和３年７、11月、令

和４年１月 

英国デジタル・文化・メディア・スポーツ省（ＤＣＭＳ）とのオン

ライン会議（計３回） 

令和３年７、10、11月 

個人情報保護法に基づく外国指定に関するＥＵデータ保護機関と

のオンライン会議 

令和３年７月 

米国商務省との対話（再掲） 令和３年９月 

在京英国大使館との対話（計２回）（※） 令和３年10月、令和４

年１月 

日ＥＵ相互認証に係る共同レビュー会合 令和３年10月 

米国商務省、国務省、司法省等との対話（再掲） 令和４年１月 

ドイツ連邦共和国データ保護機関（ＢｆＤＩ）との会合 令和４年２月 

英国情報コミッショナーオフィス（ＩＣＯ）及びドイツ連邦共和国

データ保護機関（ＢｆＤＩ）との会合（計２回） 

令和４年３月（２回） 

（※）新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、対面で実施。 

 

11 新型コロナウイルス感染症対策における個人データの取扱いに関する国際的議論（オンラ

イン）への参加 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

国際会議名 開催月 

ＧＰＡ ＣＯＶＩＤ-19ワーキンググループ会合（計７回） 令和３年４（２回）、

６、７、８、９、10月 

フィリピン国家プライバシー委員会（ＮＰＣ）主催（ＧＰＡ ＣＯ

ＶＩＤ-19ワーキンググループ共催）セミナー 

令和３年５月 

第55回ＡＰＰＡフォーラム（再掲） 令和３年６月 

ＯＥＣＤ・ＧＰＡオンラインワークショップ 令和３年６月 

ＣＩＰＬ・ＧＰＡ ＣＯＶＩＤ-19 ワーキンググループ共催ウェビ

ナー 

令和３年９月 

第43回世界プライバシー会議（ＧＰＡ）（再掲） 令和３年10月 

第56回ＡＰＰＡフォーラム（再掲） 令和３年12月 
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12 個人情報保護法相談ダイヤルにおける受付件数 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日、単位：件） 

分類 件数 

相談主体別 
問合せ内容上位５項目 

（１件の問合せで複数の項目に該当する場合を含む。） 

事業者 個人 
その他

(※２) 
第 三 者 提 供 利 用 目 的 

安全管

理措置 
定義 開示等 

苦情 

（※１） 

6,011 

（4,637） 

50 

（102） 

5,882 

（4,468） 

79 

（67） 

2,599 

（2,009） 

1,548 

（1,114） 

875 

（776） 

152 

（149） 

540 

（393） 

苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は29件（28件）。 

質問 
13,088 

（8,865） 

10,502 

（6,945） 

796 

（788） 

1,790 

（1,132） 

4,196 

（3,714） 

2,218 

（2,116） 

1,170 

（1,058） 

1,624 

（1,297） 

430 

（352） 

その他 
2,138 

（1,914） 

273 

（291） 

1,693 

（1,437） 

172 

（186） 

84 

（76） 

31 

（29） 

21 

（25） 

20 

（68） 

8 

（12） 

計 
21,237 

（15,416） 

10,825 

（7,338） 

8,371 

（6,693） 

2,041 

（1,385） 

6,879 

（5,799） 

3,797 

（3,259） 

2,066 

（1,859） 

1,796 

（1,514） 

978 

（757） 

（※１）事業者等における不適正な取扱い等に関する情報提供を含む。 

（※２）行政機関、地方公共団体、弁護士その他からの相談。 

（注）（ ）内は前年度の実績。 

 

13 マイナンバー苦情あっせん相談窓口における受付件数 

  （期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日、単位：件） 

分類 件数 

通知カー

ド・マイ

ナンバー

カードの

取扱い 

提供の

求め 

・ 

本人 

確認 

利用

目的 

漏えい 

・ 

紛失等 

管理 

体制 

個人 

情報 

保護

法 

苦情等 

窓口 

対応 

不審な 

事案に 

関する 

情報 

提供 

意見等 

苦情 

（※１） 

14 

（30） 

0 

（0） 

0 

（2） 

1 

（2） 

11 

（14） 

2 

（11） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（1） 

0 

（0） 

苦情の合計のうち、あっせん申出受付の件数は13件（16件）。 

相談 
1,049 

（882） 

87 

（159） 

225 

（145） 

23 

（38） 

88 

（65） 

441 

（333） 

16 

（16） 

33 

（29） 

11 

（5） 

125 

（92） 

その他 

（※２） 

13 

（30） 

7 

（12） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（1） 

0 

（0） 

0 

（0） 

5 

（12） 

0 

（0） 

1 

（5） 

計 
1,076 

（942） 

94 

（171） 

225 

（147） 

24 

（40） 

99 

（80） 

443 

（344） 

16 

（16） 

38 

（41） 

11 

（6） 

126 

（97） 

（※１）事業者等における不適正な取扱い等に関する情報提供を含む。 

（※２）マイナンバー法又はマイナンバー制度に関する意見で他機関を紹介しているものを含む。 

（注）（ ）内は前年度の実績。 
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14 個人情報保護法に関する説明会の実施状況 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

説明会の分類 回数 参加者数 

事業者団体等（認定団体を含む）を対象とした説明会 83回 約9,800人 

社会保障・税番号制度担当者説明会 48回 約6,600人 

計 
131回 

（96回） 

約16,400人 

（約14,800人） 

（注）（ ）内は前年度の実績。 

 

15 職員研修 

 

（１）委員会において主催した主なもの 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

研修名 開催月 

新規採用職員研修 令和３年４月 

検査担当職員研修 令和３年７月 

ＩＴ研修 令和３年７月～令和４年３月 

英会話研修 令和３年10月～令和４年３月 

新規採用職員向けマイナンバー習熟テスト 令和３年11月 

全職員向け情報セキュリティ研修 令和３年11月 

幹部向け情報セキュリティ研修 令和３年11月 

委員向け情報セキュリティ研修 令和４年１月 

（注１）上記以外に、対象職員に対し、転入者研修を実施したほか、ＩＴパスポート、個人情報保護士認定試験の

受験を支援。 

（注２）新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、例年実施している研修の多くを中止。 

 

（２）外部研修として受講した主なもの 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

研修名 開催月 

公文書管理研修Ⅰ（行政機関向け第１回）（国立公文書館） 令和３年４月 

総務省統計研究研修所オンライン研修（令和３年度第１

回）「統計取扱業務担当職員向け研修」（総務省） 

令和３年４～５月 

令和３年度第１回ＮＩＳＣ勉強会（内閣サイバーセキュリ

ティセンター） 

令和３年５月 

公文書管理研修Ⅱ（第１回）（国立公文書館） 令和３年７月 

令和３年度アーカイブズ研修Ⅰ（国立公文書館） 令和３年８月 

令和３年度第２回ＮＩＳＣ勉強会（内閣サイバーセキュリ

ティセンター） 

令和３年９月 
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実践的サイバー防御演習ＣＹＤＥＲ（総務省、国立研究開

発法人情報通信研究機構） 

令和３年９月～令和４年１月 

公文書管理研修Ⅰ（行政機関向け第４回）（国立公文書館） 令和３年10月 

令和３年度幹部・管理職員ハラスメント防止研修（人事院） 令和３年10月 

働き方改革と女性活躍、ワークライフバランス推進に係る

管理職員向けeラーニング（内閣人事局） 

令和３年10～11月 

総務省統計研究研修所オンライン研修（令和３年度第３

回）「統計取扱業務担当職員向け研修」（総務省） 

令和３年10～12月 

総務省統計研究研修所オンライン研修（令和３年度第３

回）「政策立案・評価・データ利活用コース」（総務省） 

令和３年10～12月 

「ハラスメント防止研修」指導者養成コース（人事院） 令和３年11月 

総務省統計研究研修所オンライン研修（令和３年度第３

回）「統計作成実務コース」（総務省） 

令和３年11～12月 

令和３年度新任管理者セミナー（内閣人事局） 令和３年11～12月 

国家公務員の再就職等規制に関する e ラーニング（内閣

府） 

令和３年12月 

ハラスメント相談員セミナー（人事院） 令和３年12月 

苦情相談担当官研修（人事院） 令和３年12月 

「公務員倫理」及び「ハラスメント防止」研修（人事院） 令和３年12月 

メンタルヘルス講習及びハラスメント防止講習Ⅰ（新任管

理者等向け）・Ⅱ（新任幹部職員及び新任課長級職員等向

け）（内閣人事局） 

令和４年１～３月 

令和３年度ＣＹＭＡＴ／ＣＳＩＲＴ研修（内閣サイバーセ

キュリティセンター） 

令和４年１～３月 

情報システム統一研修（令和３年度第１四半期）（デジタ

ル庁） 

令和３年度第１四半期 

情報システム統一研修（令和３年度第２四半期）（デジタ

ル庁） 

令和３年度第２四半期 

情報システム統一研修（令和３年度第３四半期）（デジタ

ル庁） 

令和３年度第３四半期 

情報システム統一研修（令和３年度第４四半期）（デジタ

ル庁） 

令和３年度第４四半期 
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